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能

進

一

一

回

鳴
る
貧
困
と
極
端
な
る
宮
容
と
の
忍
ぶ
可
か
ら
合
る
野
照
-
を
ド
ル
ヂ
よ
ハ
タ
こ
事
件
L
L

見
て
現
に
不
安
の
念
を
禁
中
少
る

E
能
は
合
る
な

b
o
此

扶

オ

!

ウ

f

二
一
ズ
ム

総
の
存
続
す
る
限
b
、
世
b
自
主
義
者
M
A
ぴ
無
政
府
主
義
者

け
い
、
現
在
の
不
登
午
を
醸
し
北
る
制
度
を
破
一
壊
し
去
6
以

…

高

橋

誠

一

郎

て
此
悲
し
り
可
を
船
内
燥
を
消
滅
せ
し
む
る
じ
し
を
得
る
終
局
一
英
閥
南
部
諸
州
の
農
業
献
労
働
者
り
農
業
家
の
撚
梨
、
防

の
椴
カ
あ
る
乙

2
を
永
久
一
4

指
摘
競
叫
す
可
し
。
斯
か
る
一
穀
A

付
の
影
響
及
び
救
貧
訟
の
感
結
果
を
受
け
て
久
し
く
時

絶
叫
仁
釣
し
て
窓
絵
擁
護
論
者
の
採
よ
ツ
得
可
ぬ
己
最
電
有
効
…
黒
な
る
恕
A
W
仁
枕
み
つ
t

、
あ
1

り
し
が
、
…
千
八
百
廿
九
年

な
る
方
策
は
他
な
し
、
関
家
が
白
ら
越
路
に
英
機
関
を
運
…
の
凶
年
に
際
し
て
窮
乏
殊
に
甚
し
く
、
終
じ
飢
餓
仁
瀕
せ

期
す
る
乙
、
と
に
上
A
ツ
て
彼
等
の
希
虫
ず
る
目
的
を
成
就
す
…
る
窮
民
の
蜂
趨

t
潟
6
、
機
械
の
破
壊
穀
倉
の
戯
打
頻
々

る
ぞ
の
1
9
0

岡
家
が
白
ち
滋
ん
で
斯
か
る
政
策
を
採
用
す
…
と
し
て
行
は
れ
、
翌
二
十
年
仁
至
。
軍
隊
を
動
員
し
て
蹴

る
と
E-rh

に
反
劃
す
る
金
カ
政
治
の
主
張
者
以
自
己
の
利
盆
…
く
之
を
銘
一
座
す
る
乙
之
を
得
、
r
b
o
而
し
て
一
千
八
百
一
一
一

が
危
殆
仁
献
す
る
亡
、
と
を
知
ち
含
る
官
者
と
許
す
可
き
号
十
一
年
よ

h
一一一十二年・・仁一旦
F

り
て
献
労
働
階
級
問
仁
賃
銀
引

の
仁
し
て
結
極
側
関
革
命
の
ダ
仁
際
し
て
古
代
制
度
を
品
目
上
の
一
般
的
運
動
匙
t

り
、
農
業
枇
労
働
者
亦
之
に
加
よ
ワ
な
る

唱
し
み
比
る
者
之
同
}
の
漣
A

怖
に
灘
鈍
す
る
と

t
を
菟
が
れ
が
中
に
、
ト
グ
ド
パ

y
ド
ル
の
傍
働
者
は
雇
主
と
協
議
を

母、
d

る
可
し
o
ハ

終

〉

開

始

し

、

彼

等

を

し

て

同

地

方

仁

於

け

る

他

の

耕

主

と

同

一
惑
ず
の
賃
銀
を
文
搬
は
し
む
る
乙
之
を
約
定
せ
し
め
て
始

め
て
業
に
復
し

t
b。
然
る
に
雇
主
は
約
&
履
行
せ
歩
、

他
の
耕
主
壮
一
ず
は
一
週
十
志
を
支
給
し
つ
h
あ
る
に
拘
ら
歩

九
志
以
上
の
賃
銀
を
興
ふ
る
を
拒
み
、
克
仁
制
緩
一
二
十
三
年

事警

匂

仁
は
乙
れ
を
引
下
げ
て
一
錦
八
志
i
し
潟
せ
1
9
0

此
貸
率
引
し
が
傍
銀
は
瓦
に
下
λ

ツ
て
一
混
レ
巾
志

t
潟
b
、
次
伯
父
ム
ハ
志

下
は
官
然
鰍
労
働
者
の
不
備
を
買
び
、
雨
三
名
の
駿
・
疾
者
を
に
下
搭
せ
ん
と
す
る
に
誠
一
山
れ
・
6
0
一
千
八
百
三
十
一
一
一
年
十

除
を
み
一
村
惑
く
起
ち
て
間
的
の
治
安
剣
事
〆
プ
ル
ユ

1
、

b

月
恰
も
此
窮
厄
の
秋
に
際
し
こ
名
の
会
閥
聯
合
傍
働
組
合

エ
ム
、
ド
・
ヅ
ト
仁
哀
訴
せ

b
o査
し
彼
等
以
備
防
相
治
安
剣
事
~
代
表
者
以
岡
村
を
訪
ひ
終
に
彼
等
の
間
仁
一
勢
働
組
令
の
成

が
勢
銀
を
決
定
し
弊
働
契
約
の
粉
‘
与
を
裁
定
す
る
の
椴
能
…
立
を
見
る
に
至
人
ソ
し
な
i

り0

組
A

行
員
は
皆
時
の
慣
例
仁
倣

を
有
す
る
乙
と
を
信
b
北
れ
ば
な
λ
ソO

ピ
ヅ
ト
は
彼
等
仁
一
ぴ
て
誠
貨
の
替
約
を
立
て
大

6
0
替
約
之
榔
し
大
れ
ば
と

告
げ
て
岡
三
名
の
代
表
者
を
削
減
ぴ
て
次
週
土
限
日
カ
ウ
ン
…
て
選
対
も
不
都
合
の
紡
な
を
唱
の
に
し
て
、
唯
だ
古
昔
の
座

チ
l
、
ホ
ー
ル
仁
来
ち
ば
地
方
剣
事
長
ジ
エ
ム
ス
、
プ
ラ
…
共
隣
組
合
、
ア
リ
l
メ
l
y
y
及
び
オ
I
レ
シ
グ
マ
ン
仁

ム
ト
シ
仁
通
告
し
、
一
民
主
争
召
嘆
し
て
事
の
解
決
を
告
げ
於
げ
る
と
等
し
く
組
合
の
規
約
を
渡
来
し
、
秘
密
を
他
仁

し
む
可
を
を
約
せ

b
o
代
表
者
以
指
定
の
如
く
カ
ウ
シ
チ
漏
洩
す
る
乙
と
な
く
、
組
合
員
相
互
仁
忠
信
を
旨
と
す
可

!
ホ
ー
ル
に
至
れ
J

り
。
然
る
に
治
安
剣
事
以
京
主
を
強
制
を
を
宣
言
し
大
る
仁
過
ぎ
な
る
な
ん
4
0

し
て
一
定
感
ず
の
賃
銀
を
文
繍
は
し
む
可
営
法
規
な
を
を
以
一
千
八
百
一
一
一
十
三
年
十
二
月
丸
日
品
ド
ワ
ー
ド
、
レ
タ

て
原
主
が
趨
蛍
と
思
惟
し
食
る
貸
率
の
下
仁
勢
働
す
る
の
グ
I
ζ

呼
べ
る
コ
ム
モ
ン
、
イ
ン
ア
I
マ
ア
は
同
組
合
の
波

止
む
な
告
を
告
げ
食
J
9
0

勢
働
者
は
図
よ
よ
り
之
に
縞
足
す
命
日
所
を
訪
ぴ
、
組
合
員
、
北
p
?ん
t
k求
め
大
，
・
9

0

…
千
八

る
乙
主
能
川
μ
ホ
ノ
、
寺
阪
の
僧
侶
ド
グ
ト
ル
、
ワ
レ
ン
仁
治
官
三
十
必
年
此
事
件
の
頗
末
を
日
公
仁
し
柁
る
dv
司
!
ジ
、

1

り
て
'
既
存
の
喫
約
仁
艶
し
鐙
人
女
ら
ん
と
と
を
懇
請
せ
ι
り
ラ
グ
レ
ス
は
彼
れ
レ

y
グ
が
如
何
に
し
て
、
勝
大
何
人
に

然
活
阿
街
侶
ね
管
て
併
働
者
等
の
正
皆
な
る
を
保
銃
せ
る
依
ム
ツ
て
紹
介
せ
ち
れ
て
此
所
に
歪
t
り
し
ゃ
を
知
ら
?
と
詑

仁
拘
ち
歩
、
東
主
の
暗
示
に
基
き
其
前
約
を
棄
却
せ
1
9
0

せ
ん
/
O

翌
一
千
八
百
一
一
一
十
四
年
二
月
二
十
一
日
耕
主
等
以

獄
後
傍
働
者
以
無
念
を
忍
ぴ
て
勢
働
を
緩
け
つ
h
あ
ウ
治
安
剣
事
を
裁
を
て
、
組
合
仁
加
λ
せ
る
勢
働
者
拡
右
ケ

総

混

同

日

議

~. 

語義
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譲事 a
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織
-

m
年
の
統
一
測
に
庖
せ
ら
る
可
を
抽
闘
を
各
所
に
及
布
告
せ
し
め
な

ょ
ッ
。
ヲ
グ
レ
λ
は
此
口
官
舎
に
按
し
て
つ
乙
れ
賞
に
余
が
斯

く
の
如
き
組
合
を
銭
安
る
の
絵
令
存
ず
る
と
と
を
間
知
せ

る
始
め
な
よ
リ
し
と
謂
へ
よ
リ
0

濁
ん
，
乙
れ
を
問
知
せ
含
よ
ツ
し
九

は
彼
の
み
に
あ
ら
夕
、
何
人
と
雌
も
そ
を
知
悉
せ
や

c
bし
一

な
る
可
し
。
此
会
告
の
稜
ら
せ
れ
允
る
は

E
に
組
令
禁
止
…

怯
撤
般
の
後
八
年
に
し
て
明
に
不
路
の
壊
、
党
る
ρ
も
の
な
I

り一

し
な

b
o

一

此
不
治
の
恐
告
畿
せ
ち
れ
て
よ
2

り
一
一
一
日
、
的
も
二
月
二
…

十
四
日
の
早
朝
ジ
ョ
ー
ジ
、
夕
、
グ
レ
ス
が
絡
に
日
常
の
仕
…

川
仰
に
若
手
せ
ん
と
し
っ
、
ぁ

b
し
勝
、
寺
区
の
警
部
来
ιリ一

て
彼
に
向
っ
て
臼
ふ
寸
余
は
治
安
剣
事
よ
t
り
設
に
封
ず
る
一

逮
捕
釈
を
受
け
た
λ
ソ
し
と
。
一
プ
グ
レ
ス
は
驚
駁
し
て
呉
川
町
由
…

を
問
ヘ
ゥ
。
替
変
は
黙
し
て
A

付
放
を
示
し
牝

h
o
彼
は
克
ん

に
治
安
剣
事
の
前
に
栓
わ
ん
1ι

ず
る
や
否
や
を
問
ヘ
1

り
。
…

彼
は
当
日
下
に
然

6
1
L答
ヘ
セ
2

り
o
彼
と
業
六
人
の
同
志
と
一

は
警
真
に
件
以
れ
て
ど
開
歩
行
し
繍
て
ド
ル
ナ
芯
ス
タ
ー

に
惑
し
党
L
Y
o

此
蕗
仁
d
y

品
ム
ス
、
ブ
ラ
シ
プ
ト
シ
外
一

お
の
剣
事
は
彼
等
を
受
取
L
リ
、
例
の
レ

y
グ
拡
競
人
と
し

与

i

誕
為
市
川

て
按
へ
た
'
・
9
0
彼
等
は
幾
多
の
尋
問
を
受
け
花
五
号
、
業
務

的
併
は
常
に
「
奇
人
は
如
何
な
る
件
前
律
に
母
港
犯
し
つ
h
あ

る
と
と
を
必
付

hvgよりを
L

と
い
ふ
に
在
ら
。
レ
少
グ
は

彼
等
が
十
二
月
九
日
の
集
曾
に
悲
加
せ
る
ζ

と
を
立
誠
甘

ん
J
O

彼
等
は
戟
れ
号
線
索
を
受
け
な
る
上
、
着
衣
を
股
が

れ
、
顕
髪
を
努
ら
れ
て
次
の
土
限
日
に
至
る
ま
で
五
日
間

幽
囚
せ
ら
れ
た
よ
り
。

一
一
一
月
一
日
彼
等
は
治
安
剣
事
の
前
に
引
出
3
れ
て
審
問

を
受
け
大
る
が
、
此
時
吋
仁
於
て
が
も
鐙
人
文
λ
ソ
し
者
は
鐙
に

レ
ヅ
グ
あ
る
の
み
。
而
し
て
一
一
一
月
十
五
日
カ
ウ
ン
チ
I
、
ホ

ー
ル
に
於
て
審
問
を
受
く
る
に
反
ば
ロ
ヅ
グ
ー
し
稀
ず
る
者

別
に
詮
人
と
し
て
現
れ
た
I
り
。
緋
饗
師
、
剣
事
、
絵
数
師

等
は
被
告
の
内
よ
J

り
他
の
者
に
封
ず
る
詩
人
を
出

3
し
め

ん
と
義
路
せ
J

り
。
然
れ
ど
宅
彼
等
は
放
免
を
餌
と
し
て
誘

は
れ
大
る
に
拘
ら
ヤ
悉
く
之
を
拒
一
め
t

り
0

彼
容
が
加
時
間
約
を

立
て
な
る
一
-
事
の
外
、
犯
罪
の
経
線
は
皆
無
な

b
o
鐙
人

叫
守
派
被
告
等
が
佐
官
約
を
立
て
文
る
を
読
ム
一
一
口
せ
t
り
、
と
れ
悲

し
彼
等
の
拒
む
乙
と
能
一
以
診
る
所
な

h
o
而
し
て
業
替
約

の
如
登
は
組
合
員
、
党
る
者
が
組
合
の
拘
束
を
受
く
る
乙
之

/..範

ー

を
約
す
る
と
共
に
亦
同
法
仁
違
犯
す
る
乙
と
な
さ
を
宅
併
ら
に
産
主
を
容
し
、
企
業
を
総
滞
せ
し
め
、
財
産
機
を
佼
寄

せ
て
替
へ
る
"
も
の
な
t
9
0

斯
く
の
如
営
醤
約
を
有
罪
な
ら
す
る
に
絞
ら
ん
の
7-

ど
と
論
い
ど
ア
グ
レ
ス
は
六
名
の
被
告

し
h
u
可
を
組
合
禁
止
法
は
'
慨
に
燦
止
せ
ら
れ
、
グ
ヨ
!
ジ
に
代
t
り
て
寸
余
等
は
何
人
の
名
春
、
資
格
、
身
機
、
財
産
上
段

四
怯
削
位
第
六
年
法
律
第
百
二
十
九
獄
中
に
活
乙
れ
を
俊
一
損
し
た
る
乙
と
な
し
。
余
等
以
唯
だ
阿
取
の
カ
bz以
て
余

裕
ナ
る

E
況
を
な

b
o
市
、
名
恭
虐
な
る
椛
カ
は
ぬ
川
ほ
彼
等
一
等
反
-
ば
余
等
の
妻
子
ど
議
一
応
と
飢
餓
の
倒
よ
I

り
救
は
ん
ト

に
湖

ιぺ
有
罪
の
剣
決
含
下

3
ん
と
焦
慮
せ
1

りJ

被
告
を
…
し
柁
る
の

a。
余
等
は
列
事
の
鴻
ん
か
る
が
如
き
所
翁
十
M
n

一行

し
て
不
利
な
る
地
位
に
階
ら
し
め
ん
が
潟
め
に
行
い
い
れ
允
…
ぴ
、
若
し
(
は
行
は
ん
と
せ
る
唱
の
に
あ
ら
診
る
c
p
r妥

る
あ
ら
ゆ
る
捜
紫
哲
悉
く
失
敗
に
腕
せ
み
。
彼
等
の
一
雇
主
一
-
何
人
に
濁
ん
て
宅
設
合
一
日
ず
る
乙
之
を
得
る
な
よ
ど
と
述
べ

ず
ら
彼
等
が
卒
生
疋
直
方
正
に
し
て
且
つ
勤
勉
な
ふ
じ
し
を
一

k
b。

↓
水
認
せ
ず
心
F

と
能
は

2
・6
き
o
喰
だ
彼
等
を
し
て
著
し
く
…
二
日
の
後
、
彼
等
は
剣
決
を
受
け
ん
が
斜
め
に
一
時
ぴ
法

不
利
忍
ら
し
め
た
る
は
彼
等
が
説
れ
唱
メ
ソ
ヂ
ス
ト
数
徒
…
廷
に
呼
出

3
れ
た
よ
ツ
O

郷
市
や
は
彼
等
に
告
げ
て
日
ト
ト
ー
被

に
し
て
内
ニ
名
は
地
方
巡
岡
牧
師
ト

b
し
一
事
な
よ
り
。
而
ん
告
等
が
蹴
-
に
滋
げ
若
く
は
婚
に

-Uげ
ん
と
せ
る
所
鴻
仁
到

し
(
彼
等
の
犯
罪
を
硲
貨
な
ら
し
め
ん
が
斜
め
に
引
用
せ
…
ナ
る
に
あ
ら
歩
、
寧
ろ
他
に
封
ず
る
股
鍛
[cし
て
本
官
十
い

ら
れ
文
る
は
ジ
ョ
ー
ジ
一
一
一
世
第
一
一
干
七
年
川
法
律
家
自
二
十
…
被
告
会
仰
を
陛
下
の
領
海
を
越
え
て
レ
七
年
間
迫
放
す
る
の

一
一
説
な
ら
一
。
同
絵
は
貨
に
ノ
ー
ル
何
の
騒
援
事
件
炉
動
機
…
剣
決
を
下
す
の
義
務
ゐ
る
替
の
E
ζ

信

ruo

と
潟
-b
て
海
員
の
擾
乱
を
銀
座
せ
ん
と
の
日
的
を
以
丈
一
…
果
然
不
常
な
る
剣
決
に
扮
す
る
非
難
攻
撃
の
控
除
抗
告
閥

千
-
七
百
九
十
六

l
七
年
仁
緩
布
せ
ら
れ
セ
る
唱
の
な
i
り
'
0

を
遁
b
て
迦

a

夕
、
康
民
院
仁
於
て
は
ジ
ョ
セ
フ
、
ヒ
ユ
}
ム

'
新
に
剣
事
の
椅
子
に
直
せ
る
男
爵
ジ
ヨ

y
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
コ
}
ぺ

y
ト
、
〆
ニ
エ
ル
、
ォ
j

コ
シ
ネ

似
ス
は
っ
斯
〈
の
如
き
組
合
に
し
て
存
在
を
許

3
れ
ん
か
、
徒
ル
、
サ
l
、
ゥ
イ
ザ
ア
ム
、
そ

l
レ
ス
サ
オ
ス
、
グ
品
、

緯

線

ιw

J

紘
一
一
七
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λ

酬
で
t
、
ロ
i
バ
ヅ
グ
等
は
前
例
れ
・
唱
憐
む
可
侵
}
一
勢
働
者
等
の
」
撲
に
仮
し
、
腕
合
組
合
の
執
行
委
員
を
援
助
せ
し
め
大
I

り

矯
め
に
叫
ば
、
院
外
に
在
b
て
は
ロ
バ
I
ト
、
ォ
ー
ウ
品
多
般
の
労
働
組
合
員
は
メ
ル
ボ
ル

y
卿
に
願
交
を
捧
息
子

ン
、
ブ
ラ
シ
ジ
ス
、
プ
レ
ー
ス
、
ゥ
子
l

ド
博
士
、
ジ
え
る
の
目
的
を
以
て
内
務
省
に
向
ぴ
大
行
列
を
行
ふ
可
し
と

ヱ
ス
、
プ
ル
師
等
均
し
く
犯
人
の
宥
恕
を
宅
』
張
せ

6
0
然
…
の
報
道
は
閃
電
の
如
く
倫
敦
市
中
に
体
撤
し
て
政
弘
味
方

弘
政
府
の
態
度
は
頗
る
頑
強
に
し
て
プ
ロ
二
卿
ず
ら
メ
…
竜
一
様
に
恐
怖
の
念
に
打
、
た
れ
た

b
o
一
千
八
百
二
十
年

ル
ボ
ル

y
卿
の
放
兎
反
動
の
態
度
を
援
助
し
た
る
稜
な
1
9

一
の
巴
里
革
命
は
猫
ほ
人
々
の
詑
臆
に
新
な
る
所
に
し
て
、

き
。
倫
敦
タ
イ
ム
ス
紙
の
如
を
活
亦
同
剣
決
に
賛
し
「
有
…
タ
イ
ム
ス
紙
は
英
日
々
の
紙
読
欄
に
於
て
此
種
の
行
劾
を

容
な
る
組
合
の
精
締
は
今
や
西
部
疫
の
如
く
み
…
闘
の
蚊
労
働
者
一
非
難
し
之
を
未
議
に
防
止
す
る
仁
努
め
於
F
9
0

臨
時
募
集

を
襲
び
食
れ
ば
L

斯
く
の
如
き
来
に
出
づ
る
は
蓋
し
策
の
一
の
警
山
氏
と
軍
隊
と
は
峨
労
働
階
級
の
蜂
鵡
を
線
回
世
ず
る
が
矯

得
た
る
唱
の
な
λ

ツ
と
論
述
人
ソ
O

乙
れ
が
匁
め
に
同
紙
は
持
一
め
に
倫
敦
市
中
に
入
れ
よ
り
。

働
者
の
怒
を
民
ひ
、
彼
等
は
相
約
し
て
同
紙
を
購
入
せ
る
…
然
れ
ど
電
話
憶
す
可
を
一
千
八
百
三
十
周
年
四
月
二
十

消
防
叉
は
蜘
誹
庖
に
入
る
乙
と
を
拒
み
北
E
O
J
O

…
一
日
は
終
に
歪
れ
る
な
t

り
。
ロ
バ
i
ト
、
ォ
l
エ
シ
及
び

此
秋
に
際
し
会
問
腕
令
労
働
組
合
は
時
の
政
府
が
総
像
一
共
友
人
等
は
議
活
巧
妙
に
此
議
動
を
指
熔
せ
J

り
。
新
募
の

し
社
る
よ
ム
ツ
が
も
一
見
仁
大
な
る
勢
力
を
示
せ

b
同
組
合
は
其
一
瞥
真
の
干
渉
を
防
品
、
が
矯
め
に
行
列
の
勢
備
を
行
ふ
可
誉

会
機
闘
を
翠
げ
て
請
願
の
準
備
及
ぴ
集
舎
の
開
催
に
位
し
…
ゴ
ヅ
ペ

Y

A

ア
グ
y
、
プ
イ
ル
ズ
の
窓
地
は
改
め
持
主
に

く
、
従
来
飾
会
の
外
仁
立
も
し
北
部
諸
州
の
五
大
組
合
的
…
艶
し
借
入
の
手
緩
を
了
せ
よ
ツ
。
各
職
ヱ
は
誠
れ
が
も
赤
色
の

も
建
築
職
工
組
合
、
リ
l
ズ、

A

Y
ダ

i
ア
ス
フ
ィ
ル
ズ
ー
リ
ポ
シ
を
者
け
、
各
職
業
を
表
せ
る
一
一
…
十
一
一
一
流
の
燈
旗
の

及
び
プ
テ
ヅ
ド
プ
オ
ド
地
方
組
合
、
織
工
組
令
、
綿
統
紡
績
後
に
従
ぴ
〈
整
々
堂
々
と
線
t
h
ノ
出
せ
よ
り
。
行
列
の
先
頭
に

職
工
組
合
敢
に
陶
工
組
合
以
此
機
仁
策
b
て
代
表
者
そ
伶
駄
ア
l
サ

l

J

ス
、
ウ
午
I
ド
博
士
榊
態
鴎
士
の
庄
服
を

雑

銭‘

欝:

着
し
、
同
b
さ
緋
の
頭
巾
を
裁
を
馬
上
揚
々
と
打
せ
た
l

り
。
認
候
せ
歩
。
不
意
・
な
る
簿
働
者
等
は
遠
流
の
航
路
を
進
め

而
し
て
此
行
列
に
加
は
れ
る
勢
働
者
中
裁
縫
職
工
の
み
に
つ
、
あ
る
な

6
0

て
が
も
五
千
人
よ

b
七
千
人
強
k
算
し
、
建
築
業
者
の
如
ぎ
ド
ル
チ
五
ス
タ
!
事
件
は
勢
働
組
令
の
儀
式
よ
1

り
醤
約

は
其
使
窟
せ
る
捺
働
者
が
芯
〈
行
列
に
加
は

0
・
た
る
が
沌
の
一
専
を
除
く
に
歪
ら
し
め
た
よ
ツ
。
一
千
八
百
三
十
四
年

め
に
会
く
共
業
を
中
止
せ
か
」
る
を
得
含
る
に
笠
れ
J

り
。
斯
悶
月
建
築
職
工
組
合
先
づ
之
を
践
し
、
聯
合
組
合
及
ば
リ

く
て
六
必
哩
に
一
旦
れ
る
長
蛇
の
如
を
凶
高
乃
至
五
両
の
大

I
ズ
其
他
の
組
合
皆
直
も
仁
乙
れ
に
倣
ぴ
て
替
約
を
燦
止

衆
は
請
願
書
を
牧
は
の
食
る
興
を
檎
げ
る
十
二
人
の
枇
労
働
者
せ
'hJo

然
れ
ど
も
苛
酷
不
蛍
な
る
法
官
の
剣
決
は
組
合
の

を
擁
し
、
後
に
は
五
高
乃
至
六
寓
の
繍
次
馬
を
従
へ
て
内
…
積
極
的
政
策
を
混
止
す
る
に
足
ら
や

J

し
て
、
其
後
聞
も
な

務
宥
に
押
寄
せ
北
A
ツO

五
名
の
代
表
者
は
内
務
大
限
t
に
曾
…
く
倫
敦
裁
縫
職
工
は
州
労
働
時
間
短
縮
の
目
的
を
以
て
梅
岡

見
ず
る
の
目
的
を
以
て
進
み
し
号
、
読
願
は
斯
く
の
如
を
…
盟
罷
工
の
泉
仁
出
で
、
二
高
人
の
職
工
は
労
働
を
践
し
偏

形
成
を
以
て
長
理
せ
ら
る
可
ぎ
に
あ
ら
安
、
他
日
正
必
闘
の
マ
ル
丸
信
悶
献
労
働
組
合
基
金
の
補
給
に
侠
つ
に
室
制
作
L
リ0

乙
M
W

手
続
を
履
み
て
提
出
せ
ら
れ
な
ば
之
を
受
理
す
可
し
と
の
一
が
斜
め
に
同
組
合
は
一
千
八
百
一
一
一
十
四
年
五
月
各
組
令
員

通
告
を
得
る
や
、
行
列
は
同
省
を
引
上
げ
議
院
街
を
下
L

リ
ニ
よ
ιり
十
八
片
を
徴
す
る
の
必
渓
に
治
b
、
彼
等
の
問
に
多

ウ
エ
ス
ト
ミ
己
ス
タ
!
橋
を
渡
ム
ツ
ケ
シ
コ
ン
ト
y
n
公
園
に
一
少
の
不
縞
の
積
を
揺
を
し
が
、
然
も
議
個
の
乎
段
を
以
て

室
・
夕
、
小
憩
の
後
、
行
列
と
笠
(
揃
次
}
ぬ
と
は
静
に
解
散
し
…
ず
る
弓
術
ほ
罷
工
者
に
訴
す
る
補
給
が
一
週
間
四
忘
に
下

て
議
電
警
寛
之
軍
隊
と
を
勢
せ
し
む
る
乙
之
な
が
よ
り
を
。
一
る
を
防
?
?
'
」
と
能
は
な
よ
ツ
念
。
而
し
て
其
結
果
は
罷
工
者

s

此
の
間
に
と
ユ

I
ム
、
ロ
}
ペ
ヅ
グ
、
ト
ム
ソ
シ
、
オ
を
し
て
漸
次
産
主
の
提
示
せ
る
傑
件
の
下
に
復
業
す
る
の

I
ゴ
Y

ネ
ル
等
は
各
雄
婦
を
振
日
て
不
蛍
の
剣
決
を
論
難
巳
む
な
き
に
蚕
れ
る
の
…
事
仁
外
な
ら
S
A
/
を。

閉
す
る
に
努
め
し
号
、
政
府
は
容
易
仁
共
建
絡
な
る
乙
と
を
這
般
の
失
敗
除
幕
し
く
益
岡
聯
合
組
合
の
信
用
を
減
殺
せ

混
同
一
九

~ 

' 

総

銭

、. 

-
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j
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町
線
・
g

五一一一。

胤
し
め
、
倫
敦
製
靴
工
の
如
舎
は
組
合
一
が
共
同
盟
問
備
工
を
静
て
紙
切
働
組
合
の
世
界
た
訪
れ
い
北
・
・
9
0

可
せ
含
る
や
、
五
百
O
六
漢
に
封
ず
る
お
百
八
十
二
誕
の
這
個
一
千
八
百
三
十
四
年
に
於
け
る
新
組
合
主
義
の
失

の
多
倣
.
を
以
て
聯
合
ょ
ん
ノ
脱
す
る
乙
と
わ
ι
決
議
し
-
自
己
欺
は
蓋
し
宮
崎
に
於
け
る
蚊
労
働
者
の
理
'
認
の
み
徒
に
大
と

の
負
擦
を
以
て
間
関
mm工
を
行
ヘ
・
6
0
而
し
て
組
ム
ザ
的
態
一
潟
1
9
て
豪
弘
安
際
の
手
段
方
絵
の
之
に
作
ぴ
て
治
捗
ず
る

動
の
家
ウ
北
る
一
具
に
走
大
な
る
打
撃
は
…
千
八
百
一
一
一
十
四
一
所
な
さ
を
一
市
ナ
ρ
も
の
な
b
o
合
議
に
際
し
て
は
彼
等
以
新

年
レ
七
月
倫
敦
建
築
業
者
の
行
へ
る
同
盟
解
雇
な
ん
〆
O

斯
業
…
天
地
の
現
出
を
夢
越
し
つ
h

あ
る
似
想
家
な
よ
ッ
、
博
愛
主

の
妙
働
者
以
建
築
職
工
組
合
に
加
入
せ
歩
し
て
却
っ
て
金
…
義
者
な
t
り
、
数
育
者
な
よ
リ
、
一
般
合
主
義
者
な
，

o、
道
徳
論

岡
勝
令
組
合
に
加
入
し
居
よ
り
し
が
一
千
八
百
一
一
一
十
問
年
友
…
者
な
λ
ソ
O

然
活
安
際
の
戦
線
に
立
も
て
は
彼
等
拡
術
ほ
依

守
ユ
ピ
吋
ノ
ト
商
舎
の
職
工
は
コ
シ
プ
、
デ
レ
プ
ザ
ル
ド
舎
一
然
と
し
て
間
続
罷
工
J
・
ボ
ー
イ
ゴ

y
ト
の
幼
維
な
る
武
器

肢
が
勢
働
組
合
員
を
伎
廃
す
る
乙
と
を
抜
み
た
る
を
怒
よ
り
…
を
有
す
る
に
過
ぎ
歩
、
時
に
資
本
階
級
の
恐
怖
I
ζ

情
感
と

其
返
却
械
と
し
て
同
合
祉
の
婆
摘
を
飲
用
せ
怠
る
ζ
t
F
H
を
議
一
を
買
ぴ
、
低
対
日
ド
駿
侮
蔑
脱
の
目
標
よ
'
」
潟
λ

リ
、
常
に
其
駆
的
即

決
せ
I
9
0

此
一
政
事
拡
一
端
な
く
信
一
傍
働
組
令
の
運
動
を
船
聞
い
を
蒙
L

り
も
貧
窮
悲
惨
炉
心
強
め
北
る
一
千
八
百
二
十
五
年
設

認
す
る
産
主
等
の
問
問
解
雇
と
潟
t

り
、
政
府
の
各
部
局
弘
一
時
の
字
自
由
的
mmm僕
の
境
涯
を
脱
ず
る

E
能
は
た
』
・
ち
を
。

亦
私
人
企
業
と
行
動
を
供
に
せ
λ
ツ
O

争
闘
は
何
年
十
…
月
…
新
理
一
想
わ
た
抱
を
つ
V
古
を
武
器
を
執
t
り
て
戦
へ
る
彼
等
は

ま
で
線
級
せ
し
が
M
W
働
者
紋
雇
主
の
要
求
殆
ど
全
部
を
容
…
到
底
資
際
の
勝
利
堂
牧
ひ
る
に
難
く
、
管
て
不
掠
な
b
し

れ
て
復
業
せ
1
9
0

其
結
果
倫
敦
建
築
脇
工
の
制
令
組
織
拡
…
市
坊
仁
敗
れ
た
る
彼
等
以
今
ゃ
れ
灯
況
な
る
市
場
仁
於
て
港

会
く
焔
壊
せ
ん
よ
L

ず
る
の
傾
を
生
b
、
会
閥
脈
令
組
合
の
敗
北
を
賞
一
ね
っ
、
あ
る
な
F
P
o
彼
等
拡
克
仁
枝
少
に
し
て

威
信
以
俄
然
地
に
浴
、
幾
多
の
職
工
等
は
再
ぴ
集
地
方
的
更
に
賛
行
し
易
を
目
的
に
其
精
力
を
集
中
す
る
に
む
・
…
る
ま

小
組
合
に
総

vbEと
は
潟
れ
卜
少
。
粛
殺
食
る
秋
は
斯
く
し
匂
一
は
い
hHR
く
失
敗
の
膝
史
を
繰
返
3
h
p
る
を
得
、
d
b
を。

悶悶

雑
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英
樹
傍
働
者
の
境
遇
蛍
に
斯
く
の
如
く
な
る
の
時

ι於
き
で
は
機
業
部
市
に
於
け
る
勢
働
時
間
短
縮
委
員
の
議
定

て
彼
等
の
聞
に
夜
よ
り
て
最
川
市
多
数
の
蹄
依
者
を
有
し
長
く
と
斜
-b
、
鵜
て
十
時
間
絵
制
定
の
議
閣
と
潟
れ
f

り
。
以
上
の

彼
等
の
思
恕
宮
支
配
吃
る
者
は
ロ
バ

l
ト
、
ォ
1
・W
ノ
エ
シ
欧
州
に
於
け
る
彼
の
労
働
政
策
以
大
に
賞
賛
に
備
す
る
替
の

な
F

り
。
蛍
一
初
持
働
者
を
捕
ヘ
セ
る
は
コ

i
d八
ヅ
ト
一
一
次
の
一
な
る
替
、
然
活
彼
の
思
想
は
単
仁
此
納
仁
止
る
能
以
歩
、
瓦

政
治
的
民
主
主
義
の
思
想
な
ら
。
幾
多
の
鰍
労
働
組
合
は
役
一
一
に
義
政
策
を
治
め
て
一
積
の
窓
偲
郷
に
入
ら
し
は
旬
、
大

b
o

の
戚
ル
加
を
受
け
て
業
本
来
の
職
能
の
外
に
普
濁
幾
翠
の
怒
…
著
し
く
彼
の
戚
化
を
蒙
b
た
る
蚊
労
働
階
級
以
生
硬
な
る
思

動
を
加
味
ア
る
に
歪
れ
t

り
。
然
る
仁
ロ
バ
ア
ト
、
オ
1
・
ヮ
ェ
…
湖
仁
一
郎
ら
れ
て
殆
ど
賛
行
ず
可
か
ら
含
る
一
枇
曾
政
策
を

y
は
政
治
的
民
主
主
義
を
以
て
産
業
的
民
主
主
戒
の
次
位
…
企
闘
す
る
に
歪
れ
l

り
。
オ
ー
す
品
ン
は
初
期
の
基
督
教
徒

仁
立
つ
唱
の
と
潟
し
、
コ
ー
ペ
叫
ノ
ト
一
阪
が
設
恕
絵
改
正
…
の
如
く
現
時
の
祉
命
日
組
織
に
謝
す
る
最
総
務
剣
の
日
が
勝

絵
案
の
組
過
を
以
て
能
事
終
れ
-hJE乙
潟
せ
る
に
反
し
、
彼
~
に
来
ら
ん
と
し
つ
t
E

あ
る
を
信
b
t
J
9
0

斯
く
て
表
る
可

ほ
傍
働
者
が
自
ら
滋
ん
で
}
般
的
組
令
を
組
織
し
生
産
を
…
き
唱
の
は
ゐ
一
産
業
が
悉
〈
資
本
家
の
子
を
陥
れ
て
総
て
組

司
る
仁
歪
ら
ん
か
べ
祉
舎
の
政
治
的
飢
餓
の
如
を
以
一
蹴
…
合
の
手
に
依
っ
て
行
は
る
可
を
新
時
代
の
昭
光
な

ι。
組

事
た
仰
す
可
き
を
論
鐙
せ

6
0
彼
拡
肱
労
働
者
の
生
活
制
限
準
…
A

ぜ
に
伎
雇
せ
ら
る
t

も
鰍
労
働
者
以
努
働
者
、
花
る
と
阿
特
に
亦

の
下
降
を
以
て
極
端
な
る
白
由
競
争
の
結
果
に
腕
し
、
之
一
企
業
の
所
査
定
し
て
、
組
合
に
は
産
主
な
る
特
殊
階
級

を
抑
制
す
る
の
目
的
を
以
て
工
場
絵
案
の
制
定
及
び
「
最
…
の
存
在
す
る
乙
と
な
く
、
航
労
働
者
以
岡
崎
に
自
己
の
東
士
山

長
時
間

t
最
低
賃
銀
を
定
め
ん
が
斜
め
L

組
合
組
織
の
必
…
仁
外
な
ら
歩
、
一
部
分
は
一
労
銀
と
し
て
、
一
部
分
以
該
企
業

要
b
c
按
論
し
、
続
く
て
具
唱
滋
せ
る
八
時
間
労
働
の
案
は
仁
投
入
せ
る
資
本
に
封
ず
る
利
子
反
伐
配
皆
と
し
て
、
一

フ
イ
ル
デ
ン
の
刺
戟
に
由
b
て
日
ア
シ
カ
y
y
芯
ヤ
紡
績
臓
部
分
は
生
産
的
企
業
会
部
の
所
得
却
も
利
潤
中
勢
働
に
鈎

附
工
の
行
'
〈
る
八
時
間
傍
働
要
求
の
同
盟
罷
工
と
潟

ιJi
艇
す
る
配
分
と
し
て
収
入
を
得
る
な
b
o
b
同
時
の
勢
働
者
は

線
‘
総
・

' 

J， 

五}一ニ

; 
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， 

附
只
管
此
幻
影
に
償
保
れ
、
資
本
制
度
の
終
鴬
近
け
る
に
必
一
ザ
ら
れ
て
あ
ら
ゆ
る
苦
強
を
嘗
め
し
が
、
示
威
運
動
、
前

矯
ム
ソ
て
産
主
仁
封
ず
る
似
倣
な
る
態
皮
、
軽
侮
な
る
由
一
口
話
断
、
議
舎
に
於
け
る
サ
}
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
モ
}
レ
ス
ウ

と
は
錦
れ
る
な
ら
。
マ
Y

チ
ェ
ス
タ
I
及
び
リ
グ
ア
プ
i

オ
I
ス
等
の
演
説
よ
J

り
引
き
て
ダ
ヨ
y
、
J

プ
ヅ
セ
ル
卿
を

ル
の
企
業
家
が
建
築
職
工
組
合
の
挑
戦
に
応
b
て
組
合
を
一
し
て
つ
ド
ル
チ
ヱ
ス
タ
!
の
組
合
員
は
背
に
放
菟
せ
ら
る

脱
す
る
の
詩
書
じ
署
名
せ
才
る
者
の
侠
雇
を
解
け
る
は
宇
一
可
き
唱
の
北
る
の
み
な
ら
歩
、
無
貨
を
以
℃
相
蛍
の
待
遇

ば
彼
等
労
働
者
の
暴
慢
な
る
総
皮
に
艶
抗
す
る
の
受
働
的
…
を
典
へ
、
乙
れ
を
本
闘
に
締
還
せ
し
め
念
る
可
ら
ポ
J
L

と

手
段
と
し
て
殺
せ
る
も
の
な
L

リ
。
傍
働
者
が
自
己
の
天
下
の
言
、
を
作
3
し
め
、
斯
く
て
漸
く
彼
等
は
ゴ
T
八
百
三
十

を
渉
恕
し
て
盲
動
し
つ
弘
、
あ
る
問
仁
枇
舎
の
上
層
階
級
以
必
年
に
琵
よ
り
て
放
免
の
識
に
援
し
、
ふ
月
三
十
日
の
月
限

彼
等
を
し
て
官
に
屈
伏
せ
し
む
る
に
嫌
ら
み
少
、
克
仁
乙
れ
日
を
以
て
出
帆
し
、
六
月
十
二
日
目
出
度
く
伶
放
に
剣
箸

を
大
々
的
組
爆
の
地
位
に
賢
hv
ヂ
ん
ぱ
巴
ま
か
」
ら
ん
と
せ
せ
り
。
一
千
八
百
一
一
一
十
一
一
一
年
十
二
月
九
日
の
集
舎
に
参
加

t

り
、
第
働
者
は
三
十
二
年
の
改
正
法
仁
於
て
港
線
・
棋
を
得
せ
歩
し
て
捕
へ
ら
れ
北
る
タ
品
ム
ス
、
ハ
ム
メ
ヅ
ト
が
蹄

る
乙
と
能
は
ホ
ノ
し
て
英
政
治
的
運
動
絶
・
盛
i
r
」
匁
れ
る
仁
反
問
後
二
千
八
百
七
十
五
年
三
月
)
物
語
る
所
に
掠
る
に
彼

し
、
企
業
家
は
政
治
上
司
法
上
の
織
力
を
利
用
し
て
時
の
は
、
宛
4
奴
隷
の
如
く
僅
に
一
傍
に
て
寅
却
せ
ら
れ
な
よ
り
。

政
府
を
動
し
傍
働
者
の
結
粧
を
治
恕
す
る
に
鴎
践
す
る
乙
罪
人
の
姓
名
は
紙
鍛
に
認
識
せ
ら
れ
代
理
溜
は
一
人
一
傍

と

な

か

よ

リ

き

。

に

て

摘

銭

を

行

ふ

な

L
リO
A

ム
メ
ヅ
ト
を
摘
嘗
て
な
る
代

本
稿
の
主
題
な
る
ド
ル
チ
ラ
人
タ
l
事
件
に
座
し
て
節
理
荷
は
産
主
の
姓
名
敢
に
其
在
住
の
場
所
合
数
へ
て
該
所

界
に
鹿
せ
ら
れ
北
る
六
名
の
農
業
勢
働
者
は
印
ち
此
時
代
に
出
議
せ
し
め
北
L
リ
。
伎
の
行
程
は
開
発
郷
一
一
一
百
慢
に
し
て

の
犠
牲
と
な
ム
ソ
し
が
も
の
に
し
て
、
彼
等
は
久
し
く
鍛
鎖
に
廿
ニ
日
を
文
ふ
可
き
食
料
を
其
背
に
負
ぴ
、
夜
会
逃
す
可

鰐
が
れ
て
路
上
仁
傍
役
し
識
は
官
有
の
糠
踏
に
耕
作
を
命
き
定
宿
唱
な
〈
、
行
く
P
/
¥
遊
を
苓
お
っ
h

疲
傍
仁
身
協

雑

総

五
〕
品
目

も， 

'‘八. 

綿
の
如
く
、
足
部
は
脆
れ
上
よ
リ
、
一
人
の
案
内
唱
な
く
一
芹

-mbし
と
雌
号
、
"
然
苦
薬
組
合
員
は
月
以
唱
有
力
な
る
援
識

の
金
も
な
く
唯
、
だ
抑
制
感
な
る
食
料
を
有
す
る
の
み
に
し
て
忠
告
な

b
念
。
コ
ア
八
百
四
十
一
一
一
年

J

プ
ン
戸
Y

V
込
ア
及
ぱ

辛
く
も
鬼
の
如
を
産
主
の
印
刷
所
に
辿
I

り
着
け
よ
ツ
と
謂
ふ
。
ミ
ヅ
ド
テ
ン
ズ
に
、
起
L
リ
た
る
同
盟
罷
工
は
券
絞
殺
の
殺
め

然
る
に
乙
れ
と
相
前
後
し
て
グ
ラ
ス
ず
!
に
於
て
綿
紘
一
に
動
3
れ
て
政
治
的
の
一
撲
と
潟
夕
、

J

プ
シ
カ
ヅ
V

ヂ
ヤ

紡
績
業
に
従
事
せ
る
労
働
者
の
激
烈
な
る
同
盟
罷
工
起

b
一
及
び
ヨ
!
グ

γ
エ
ヤ
の
献
労
働
倶
換
部
代
表
荘
総
合
以
同
年

五
名
の
首
領
は
結
縫
脅
嚇
及
ば
殺
傷
の
罪
名
の
下
に
告
後
…
八
月
朱
就
が
徐
律
と
匁
る
ま
で
は
共
業
を
巌
せ
ん
乙
曹
と
を

せ
ら
れ
て
般
刑
に
鹿
せ
ら
れ
た
ん
Jo
幾
多
の
鰍
労
働
組
合
は
…
金
持
働
者
階
級
に
勧
誘
せ
ん
と
l
L
を
議
決
せ
b
o

伐
に
倒
れ
残
存
せ
る
が
も
の
と
雄
港
北
脅
し
く
薬
組
合
員
数
を
…
然
れ
ど
も
飢
餓
に
瀕
廿
司
る
者
k
試
を
て
閥
家
政
治
機
関

減
b
北
よ
リ
。
不
平
と
必
怒
は
庄
に
此
時
代
の
特
徴
に
し
て
…
の
改
造
せ
ら
る
、
ま
で
、
同
盟
罷
工
を
継
続
せ
し
め
ん
と

新
救
貧
絵
、
不
平
等
な
る
食
料
品
の
課
税
並
に
権
力
階
級
…
ず
る
の
愚
な
る
は
郷
て
相
官
略
あ
る
傍
働
組
合
員
の
執
れ
唱

の
限
な
を
鹿
迫
に
封
ず
る
情
感
の
絡
は
や
同
時
の
組
合
苅
鋭
…
認
り
る
所
と
翁
る
に
事
。
、
ジ

3/
プ
イ
ル
ド
に
開
催
せ

の
上
に
炎
々
と
し
て
燃
ヘ
つ
'
了
め
る
な

b
o
一
千
八
百
三
一
ら
れ
た
る
券
決
議
集
舎
が
券
放
を
得
ん
が
翁
め
に
一
般
的

十
六
年
の
献
労
働
者
組
合
に
於
て
ロ
ー
グ
キ
ア
ト
等
の
絶
叫
…
同
盟
罷
工
を
要
求
ず
る
や
、
レ
心
地
方
組
合
の
役
員
等
は
新

し
大
る
六
筒
僚
の
要
求
は
蚊
労
働
者
階
級
が
熱
型
の
中
必
よ
」
…
聞
紙
に
投
書
し
、
自
己
の
組
合
が
議
宅
問
集
合
反
び
其
決

潟
λ

べ
一
千
八
百
一
一
一
十
七
年
末
に
創
刊
せ
る
つ
北
極
度
」
…
議
に
悶
興
せ
診
る
旨
を
明
言
せ

b
。
而
し
て
一
千
八
百
一
一
一

は
共
機
行
部
数
に
於
て
急
漣
に
他
の
地
方
紙
を
波
駕
せ
一
十
九
年
ニ
ユ
ポ
ー
ト
一
撲
に
座
し
て
ア
ロ
ス
ト
、
ウ
イ

よ
ツ
。
而
し
て
這
般
の
ザ
小
平
不
満
紘
一
千
八
百
三
十
九
年
よ
リ
ア
ム
イ
八
及
ぴ
ジ
ョ
ー
ジ
ス
等
が
逮
捕
せ
ら
れ
捻
る
時
の

2
0
同
四
十
二
年
に
一
旦
る
象
状
殺
の
一
撲
と
匁
1
9
て
現
れ
た
'
却
を
宅
制
労
働
者
等
以
比
較
的
冷
淡
に
し
て
プ
ア
グ
ス
、
ォ

W
1
9
0

献
労
働
組
令
は
券
放
運
動
と
行
動
を
共
に
す
る
と
之
な
}
ゴ
シ
ノ
ル
を
し
て
つ
ド
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
の
持
働
者
や
グ

，
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五
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四
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J

ア
ス
ゴ
!
の
紡
綴
織
エ
に
謝
し
て
・
寄
せ
北
る
熱
誠
の
学
ぱ

仁
て
も
彼
等
が
有
し

t
bし
な
ら
ん
に
は
彼
等
は
久
し
を

以
前
広
放
党
せ
ち
れ

t
bし
な
ち
ん
唱
の
を
」
と
の
嘆
獲

を
殺
せ
し
め
北
る
税
な

b
き。

業
後
倒
閣
仁
二
月
草
A
W
巡
る
仁
及
は
死
灰
一
持
ぴ
熱
し
て

四
月
十
日
一
坊
の
活
劇
を
演
出
し

t
bし
と
雌
昔
、
然
川
市

大
櫛
仁
一
於
て
献
労
働
階
級
を
襲
ぴ
北
る
革
命
の
危
険
拡
統
仁

去
F

り
ぬ
。
新
車
設
に
義
は
れ
、
新
訓
練
を
経
文
る
新
時
代

の
青
年
・
一
勢
働
者
の
時
代
以
終
仁
来
ち
ん
と
し
つ
h

あ
る
な

以
上
り
の
ゆ
O

品
。
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付

o
q
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H
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g
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d
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O
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ω
ヨ
コ
よ
I

り
抄
識
せ
る
電

議
遜

護
審
箆

の
な
zり
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